
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年１月１０日から 

供託のオンライン申請方法が 

変わりました。 

★供託申請の電子署名が不要になりました。 

★かんたん申請，または申請用総合ソフトでの申請方法が選べます。 

で 

  ※ 会社等法人の申請では，代表者事項証明書等の提示か，電子署名が必要です。 

    また，代理人申請では，委任状等の提示が必要です。 

○ かんたん申請では， 

供託書正本は，窓口又は送付(注)での書面正本のみの交付になります。 

○ 申請用総合ソフトでの申請では， 

  供託書正本は，オンラインによる提供及び窓口又は送付(注)での書面正本 

交付になります。 

  

   （注）供託書正本の送付には，郵券が必要になります。 

      被供託者への供託通知書発送を請求した場合も，郵券が必要になります。 

★供託金払渡請求には，電子署名が必要です。 



 

 

 

 

 

供託かんたん申請           申請用総合ソフト 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京 都 地 方 法 務 局 供託課 075-231-0295

代 表 075-231-0131

詳しくは，登記・供託オンライン申請システムホームページで 

http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/ 

京都地方法務局イメージキャラクター 

「ほっぴぃちゃん」 

窓口で，お気軽に 

お尋ねくださいネ。

検 索 供託ねっと 


